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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成29年５月15日開催の取締役会において、関係当局の認可等を前提として、平成30年４月を目処に、当

社の法人貸出等業務を株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行に承継させる吸収分割（以下、本吸収分割といいます。）を行う

方針を決議し、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規

定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。

その後、当該臨時報告書提出時に未定としておりました事項が確定したほか、当該臨時報告書の記載事項の一部に変

更が生じましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するもので

あります。

 

　

２ 【訂正事項】

　訂正箇所は、下線を付して表示しております。

　

　（訂正前）

(1) 本吸収分割の相手会社についての事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容

商号 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

本店の所在地 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

代表者の氏名 頭取　小山田 隆

資本金の額
1,711,958百万円
（平成29年３月末現在）

純資産の額
連結　12,427,078百万円
単体　10,231,499百万円
（平成29年３月末現在）

総資産の額
連結　229,108,371百万円
単体　204,190,574百万円
（平成29年３月末現在）

事業の内容 銀行業
 

 

(3) 本吸収分割の方法、吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数そ

の他の吸収分割契約の内容

①　吸収分割の方法

当社を吸収分割会社、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を吸収分割承継会社とする吸収分割により行います。

②　吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数

未定

③　吸収分割契約の内容

未定

 
(4) 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

未定 

 

(5) 本吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純

資産の額、総資産の額および事業の内容

商号 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

本店の所在地 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

代表者の氏名 頭取　小山田 隆

資本金の額 現時点では確定しておりません。

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 銀行業
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　なお、本吸収分割の詳細については未定であるため、今後協議の上決定次第、臨時報告書の訂正報告

書を提出いたします。

 

　（訂正後）

(1) 本吸収分割の相手会社についての事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容

商号
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（関係当局の認可を前提として、
平成30年４月１日に「株式会社三菱ＵＦＪ銀行」に変更予定）

本店の所在地 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

代表者の氏名 取締役頭取執行役員　三毛　兼承

資本金の額
1,711,958百万円
（平成29年３月末現在）

純資産の額
連結　12,427,078百万円
単体　10,231,499百万円
（平成29年３月末現在）

総資産の額
連結　229,108,371百万円
単体　204,190,574百万円
（平成29年３月末現在）

事業の内容 銀行業
 

 

(3) 本吸収分割の方法、吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数そ

の他の吸収分割契約の内容

①　吸収分割の方法

当社を吸収分割会社、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を吸収分割承継会社とする吸収分割により行います。

②　吸収分割に係る割当ての内容

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行および当社の双方の株式の全てを株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

が保有していることから、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、本吸収分割の対価として株式その他の金銭等の交付

は行いません。また、本吸収分割により、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の資本金および準備金の額は変動しませ

ん。

③　吸収分割契約の内容

イ　本吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会
（吸収分割会社および吸収分割承継会社）

平成29年10月30日
 

吸収分割契約締結 平成29年10月31日

吸収分割契約承認株主総会
（吸収分割会社）（注）

平成29年11月30日（予定）
 

本吸収分割効力発生日 平成30年４月16日（予定）
 

　（注）本吸収分割は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行においては、会社法第796条第２項に定める簡易吸収分割に

該当するため、株主総会の承認を得ることなく行います。

 
ロ　その他の吸収分割契約の内容

 

吸収分割契約書（写）

 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「信託銀行」という。）及び株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（以下「商業銀

行」という。）は、信託銀行が本事業（以下に定義される。）に関して有する権利義務を商業銀行に承継させる

吸収分割（以下「本吸収分割」という。）に関し、平成29年10月31日（以下「本契約締結日」という。）、次の

とおり吸収分割契約（以下「本契約」という。）を締結する。

 

第１条（目的）

信託銀行及び商業銀行は、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループを頂点とするグループにおける、国

内外の構造変化や経営環境の変化を迅速にとらえ、顧客の多様化・高度化するニーズに対し、その期待を上回る
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価値を提供できる体制を構築するための「機能別再編」の一環として、信託銀行が有する法人貸出等業務を商業

銀行に一本化し、信託銀行及び商業銀行がそれぞれ強みを持つ専門機能に経営資源を投下、強化するとともに、

グループベースでの顧客・事業軸運営を強化することを目的として、本吸収分割を行う。

 

第２条（吸収分割）

１．信託銀行は、本契約に定めるところに従い、第５条に定める本吸収分割がその効力を生ずる日（以下「本効

力発生日」という。）をもって、信託銀行が別紙に定義される国内法人貸出等業務並びに法人ビジネス部門

が所管する法人その他の顧客（潜在的顧客を含むが、金融法人及び非営利法人を除く。）に対する一般的な

提案、連携業務（以下「本事業」という。）に関して有する次条に定める権利義務を、吸収分割の方法によ

り商業銀行に承継させ、商業銀行は、これを信託銀行から承継する。但し、信託銀行は、本効力発生日後に

おいても、引き続き、信託銀行が法人顧客に提供する特定の商品、サービスに関する提案、連携業務を行う

ものとする。

２．本吸収分割に係る吸収分割会社及び吸収分割承継会社の商号及び住所は、それぞれ次の各号のとおりであ

る。

(1) 吸収分割会社（信託銀行）

商号：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

住所：東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

(2) 吸収分割承継会社（商業銀行）

商号：株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

住所：東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

 
第３条（承継する権利義務）

１．商業銀行は、本吸収分割により、別紙「承継対象権利義務明細表」記載の信託銀行の資産、契約その他の権

利義務（以下「承継対象権利義務」という。）を承継する。

２．信託銀行は、承継対象権利義務を商業銀行に適法かつ有効に承継させるよう、法令及び当該承継対象権利義

務に係る契約上必要な手続を適時かつ適切に履践するものとし、商業銀行は、かかる手続に協力するものと

する。

３．本吸収分割による信託銀行から商業銀行に対する債務の承継は、すべて免責的債務引受の方法によるものと

する。

 

第４条（本吸収分割に際して交付する金銭等に関する事項）

商業銀行は、本吸収分割に際して、承継対象権利義務の対価を支払わない。

 

第５条（効力発生日）

本効力発生日は、平成30年４月16日とする。ただし、本吸収分割の手続進行上の必要性その他の事由により必

要な場合は、信託銀行及び商業銀行は、協議の上、これを変更することができる。

 

第６条（株主総会）

信託銀行は、本効力発生日の前日までに株主総会を開催し、本契約及び本吸収分割に必要な事項に関する承認

を求めるものとする。なお、商業銀行は会社法第796条第２項の定めに従い、株主総会の承認を得ることなく本吸

収分割を行う。

 

第７条（会社財産の管理等）

１．信託銀行及び商業銀行は、本契約締結後本効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意をもって、

それぞれ通常の業務執行の方法・範囲で自らの業務執行並びに財産の管理及び運営を行い、その財産状態、

経営成績、事業若しくは権利義務に重大な影響を及ぼすおそれのある行為を行おうとする場合には、あらか

じめ信託銀行及び商業銀行が協議し合意の上、これを行う。

２．信託銀行及び商業銀行は、本効力発生日の前までに、承継対象権利義務に含まれる貸付債権に係る融資先に

対して、本吸収分割についての理解を得るよう相互に協力して説明に当たるものとする。

 

第８条（許認可等）
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本吸収分割に必要な法令に基づく関係官庁からの許認可（銀行法第30条第２項に基づく金融庁による本吸収分

割の認可を含むが、これに限られない。）が本効力発生日までに得られない場合には、信託銀行及び商業銀行

は、会社法第790条第２項の手続に従い、効力発生日を当該許認可が得られる日以降の日に変更するものとする。

 

第９条（専属的合意管轄）

信託銀行及び商業銀行は、本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄

裁判所とすることに合意する。

 

第10条（協議事項）

本契約に定めのない事項その他本吸収分割に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、信託銀行及び商業銀行

が協議の上、これを定める。

 

本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、信託銀行及び商業銀行が記名押印の上、各１通を保有する。

 

平成29年10月31日

 

信託銀行：　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

代表取締役　池谷　幹男

商業銀行：　東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

代表取締役　三毛　兼承

 

（別紙）

承継対象権利義務明細表

 
１．国内法人貸出等業務に関する権利義務

(1) 信託銀行が本効力発生日において有する、国内本支店において銀行勘定に記帳されている法人ビジネス部

門が所管する法人に対する貸出その他の与信に関する業務（以下「国内法人貸出等業務」という。）に係

る債権、債務並びに国内法人貸出等業務に関連する契約における信託銀行の契約上の地位及びこれに基づ

く権利義務（なお、疑義を避けるため付言すると、社債管理者としての地位並びに財務代理人及び支払代

理人としての地位並びにかかる地位に関する権利義務を含む。）。但し、以下のいずれかに該当するもの

は含まれないものとする。

ア. 信託銀行の受託財産部門が所管する事業に関連する貸出債権、その他運用商品組成に関連する貸出債権に

係る契約における信託銀行の契約上の地位及びこれに基づく権利義務

イ. 法令その他行政機関等の制度に基づく貸出債権であって、本吸収分割による商業銀行への承継について当

該貸出債権を所管する行政機関の承諾が本効力発生日までに得られないものに係る契約における信託銀行

の契約上の地位及びこれに基づく権利義務

ウ. 公庫・事業団等の代理貸付業務及びこれに付随する支払承諾取引のうち、本吸収分割による商業銀行への

承継について公庫・事業団等の取引関係者の承諾が本効力発生日までに得られないものに係る契約におけ

る信託銀行の契約上の地位及びこれに基づく権利義務

エ. 信託銀行のリテール部門が所管する貸出債権に係る契約における信託銀行の契約上の地位及びこれに基づ

く権利義務

オ. 信託銀行の関係会社及び緊密な者に対する貸出債権に係る契約における信託銀行の契約上の地位及びこれ

に基づく権利義務

カ. 主たる債務者が個人のローン（持家ローン）に係る契約における信託銀行の契約上の地位及びこれに基づ

く権利義務

キ. 土地信託向け貸出債権に係る契約における信託銀行の契約上の地位及びこれに基づく権利義務

ク. 当座貸越契約（一般）に基づく貸出債権に係る契約における信託銀行の契約上の地位及びこれに基づく権

利義務

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(E03626)

訂正臨時報告書

5/6



ケ. その他、本吸収分割によって商業銀行に承継させることが実務上困難である、又は引き続き信託銀行に残

すことが実務上必要である債権、債務並びに信託銀行の契約上の地位及びこれに基づく権利義務

 
(2) 国内法人貸出等業務に関連するデリバティブ取引及び海外支店において銀行勘定に記帳されている法人ビ

ジネス部門が所管する法人に対する貸出に関連する国内本支店において記帳されているデリバティブ取引

における信託銀行の契約上の地位及びこれに基づく権利義務。但し、以下に掲げるものは含まれないもの

とする。

ア. 本吸収分割によって商業銀行に承継させることが実務上困難である、又は引き続き信託銀行に残すことが

実務上必要であるデリバティブ取引に関する契約における信託銀行の契約上の地位及びこれに基づく権利

義務

 

(3) 上記(1)及び(2)に該当する信託銀行の権利を被担保債権とする担保権及びこれを被保証債権とする保証債

務履行請求権並びにこれらに関する担保契約及び保証契約における信託銀行の契約上の地位及びこれに基

づく権利義務

 

２． 国内法人貸出等業務に係る債権を裏付けとする資金調達に関する権利義務

(1) 上記1.(1)に該当する信託銀行の債権を裏付けとする日本銀行の成長基盤強化支援資金供給及び貸出増加支

援資金供給に関する信託銀行の権利義務

(2) 株式会社国際協力銀行の２ステップローンに関する信託銀行の権利義務

 

３．コールローン債務

商業銀行の信託銀行に対する、本吸収分割に関連して行うコールローン又はこれに代わる約定に基づき信託

銀行が本効力発生日において負っている債務

 

４．その他の資産及び負債

(1) 信託銀行が本事業に関して有する資産であって、商業銀行が本効力発生日後に本事業を円滑に行うために

承継させることが必要であるもの（情報資産を含む。）

(2) 信託銀行の商業銀行に対する預け金等のうち、本吸収分割において信託銀行が商業銀行に承継させる資産

の額と負債の額が同額になるために必要であるもの

 

５．従業員

信託銀行と信託銀行の従業員との間の雇用契約及びこれに基づく権利義務は承継しない。

以上

(4) 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

 上記(3)②記載のとおり、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、本吸収分割の対価として株式その他の金銭等の交付

は行いません。

 

(5) 本吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純

資産の額、総資産の額および事業の内容

商号
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（関係当局の認可を前提として、平成
30年４月１日に「株式会社三菱ＵＦＪ銀行」に変更予定）

本店の所在地 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

代表者の氏名 取締役頭取執行役員　三毛　兼承

資本金の額 1,711,958百万円

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 銀行業
 

 

以上
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